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国家戦略特別区域等に係る提案募集要項 
 

内閣府地方創生推進室 
 
１．趣旨  
 国家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107 号）第５条第７項及び国家戦略特別区域基

本方針（平成 26 年月２月 25 日閣議決定）第六に基づき、国家戦略特別区域における産

業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進（地方創生に資するも

のを含む。）に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集します。その際、特定

の区域に限定して規制改革を求める提案のみではなく、全国での規制改革を求める提案

についても受け付けます。 

 また、本提案募集の結果は、下記の「日本再興戦略」改訂 2015（平成 27 年６月 30 日）、

また、特区諮問会議における総理の発言や有識者議員の指摘を踏まえ、年内に予定して

いる「地方創生特区の第二弾（国家戦略特区の３次指定）」の参考にもさせていただき

ます。9 月 1 日より施行している改正特区法で追加した規制改革事項や、上記日本再興

戦略において記載している規制改革事項などを活用したいとする地方自治体等について

は、積極的に提案いただければ幸いです。 
 なお、本提案については、同法第 38 条第１項の規定に基づき、構造改革特別区域法（平

成 14 年法律第 189 号）第３条第４項及び構造改革特別区域基本方針（平成 15 年１月 24

日閣議決定）２．（２）に係る第 28次構造改革特区提案とみなして取り扱うことがあり

ます。 

 

＜参 考＞ 

○「日本再興戦略」改訂 2015（平成 27 年６月 30 日）（抜粋） 
 Ⅱ．改訂戦略における鍵となる施策 
   ５．立地競争力の更なる強化 
  ５－１．「国家戦略特区」の実現／〔略〕 
    (3)新たに講ずべき具体的施策 
       a)迅速な事業の具体化・実施、指定区域の追加など 
                      〔略〕 
         また、規制改革による地方創生に熱意のある地方自治体の取組を一層推し進

め、さらには、指定した特区間の競争を促すことにより我が国全体の一層の

経済活性化を図るため、〔中略〕本年内できるだけ速やかに、地方創生特区

の第二弾の指定（国家戦略特区の３次指定）を実現する。 
 
 

○第 13 回国家戦略特別区域諮問会議 安倍総理発言（平成 27 年３月 19 日）（抜粋） 
「近未来技術の実証を含め、大胆な規制改革提案を募り、年内できるだけ速やかに

地方創生特区第二弾を実現したい。」 
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○第 15 回国家戦略特別区域諮問会議 安倍総理発言（平成 27 年９月９日）（抜粋） 
「規制改革は地方創生にも資することから、年内にも、国家戦略特区の３回目の指

定を行いたい。『他に真似できない、オンリーワンの改革』を提案し指定を勝ち取

った養父市や仙北市のように、改革の情熱に満ちあふれた自治体の登場を、心から

期待したい。」 

 
 

○第 15回国家戦略特別区域諮問会議 有識者議員提出資料(平成 27年９月９日)(抜粋) 

・第三次指定区域の選定も速やかに行うべき。その際、今回の改正法や６月の改訂

成長戦略に盛り込んだ「追加メニュー」、更には今後も検討していく、いわゆる

「岩盤規制改革事項」などを積極的に活用したいとする自治体を選定することに

なる。 

・これを確実に実施するため、選定候補となる自治体に、改めて提案を出し直させ

るのも一案。 

 
 

２．提案の主体  
 広く現場から衆知を集めるという観点から、事業の実施主体となる民間事業者又は地

方公共団体等から募集します。なお、単独での提案だけではなく、複数の主体による共

同での提案や海外からの提案も受け付けます。 

 
３．募集期間  
 平成 27 年 10月６日（火）～10 月 30 日（金）17 時まで 

 提案は受け付け次第、適宜選定の上、国家戦略特区ワーキンググループ（ＷＧ）によ

るヒアリングの対象といたします。 
 

４．募集する提案の概要  
 次の全ての要件を満たす提案について募集します。 
(1) 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成の推進（地方創生に資

するものを含む。）に資する具体的な事業に関する提案であること。 
(2) (1)の事業の実施が現行の規制・制度の下では不可能又は困難である場合に、それを

可能にするために必要となる規制・制度改革についての具体的な提案であること（単

に財源措置の支援（税制を含む。）を求める内容の提案は不可）。 
※今回の提案が、そのまま新たな国家戦略特別区域の指定に直結するものではないこと

に御留意願います。 
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５．提案書の記入方法  
  提案書の様式は、別添のとおりです。 
 
 
６．記入に当たっての留意事項  
  提案の記入に当たっては、次の点に留意してください。 
  (1)様式中④の「事業の実施場所」の欄には、特定の区域での規制改革を求める提案の場

合は、当該区域を特定できるように「○○県」「□□市」などと記入してください。

全国での規制改革を求める場合や区域が未定の場合には記入しなくても差支えありま

せん。 
 (2)様式中⑦、⑧及び⑨の欄は、以下の(3)及び(4)の観点から、個別の規制ごとに記述し

てください。 
(3) 様式中⑦の「⑤の事業の実施を不可能又は困難とさせている規制等の内容」の欄に

は、⑧で当該規制等の根拠法令等をできるだけ特定した上で、⑤の事業を実施する上

で、現行の規制が具体的にどのように障害となっているのか、記述してください。 
(4) 様式中⑨の「⑦及び⑧の規制・制度改革のために提案する新たな措置の内容」の欄

の記載については、⑧の規制等の廃止だけではなく、規制等の内容の具体的な変更や

新しい規制・制度の提案等も含みますが、できるだけ具体的に記述してください。 
(5) 提案について、国家戦略特区としての取扱いのみを希望する場合は、様式中⑫の「特

記事項」欄にその旨記述してください。 

 
７．提案書の提出方法  
 提案書の提出は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。 
(1) 電子メールの場合 

 提案書及び添付資料の全てのファイルを添付して送信してください。 
＜留意事項＞ 

     ① 電子メールのタイトル（件名）は、「提案書送付 提案主体名」としてください。 

  （例：提案書送付 ○○会社） 
      「提案主体名」については複数の主体による共同提案の場合は、連絡先として提案 

   様式に記載されている者又は団体の名称を記入してください。 
② 提案書の電子データのファイル名は、「提案主体名 提案名」としてください。

（例 ：○○会社 □□プロジェクト） 
       「提案主体名」は、①と同様に記入してください。 
     ③ 参考資料は、電子データ化した上で、提案書と併せて送信してください。 

 送信先は８．問合せ先  の ＜メール＞に同じです。 
 また、当方より到着した旨の御連絡はしておりませんが、念のため、地方創生推進

室（ＴＥＬ０３－５５１０－２４６３・２４６６）に確認の御連絡をいただければ幸

いです。 
 
(2) 郵送等による配達又は持参の場合 
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 「提案書２部」及び「電子媒体一式」を提出してください。なお、郵便等による配

達の場合には、封筒の表面に「提案書在中」と朱書きしてください。 
 提出先は８．問合せ先  の＜住所＞に同じです。 

  
８．問合せ先  

内閣府 地方創生推進室 国家戦略特区提案募集担当 
＜住 所＞ 〒100‐0014 

東京都千代田区永田町１－11－39 永田町合同庁舎６階 
＜電 話＞ 03‐5510‐2463・2466 
＜メール＞ i.kokkatoc アットマーク cao.go.jp 

    ※上記アドレスは、セキュリティーの関係上アットマークを表示しておりません。 
 
９．提案書提出に当たっての留意事項  
(1) 募集期間の期限間際の提出は、提案内容の確認作業の遅れにもつながりますので、

できる限り早めに提出いただきますようお願いします。 
(2) 提出いただいた参考資料等については返却いたしませんので、あらかじめ御了承く

ださい。 
 
１０．提案の取扱い  
(1) 受け付けた提案は、ＷＧにおいて選定したものについては、適宜、ＷＧ委員による

ヒアリングを実施します。ヒアリング対象となる提案者に対しては追って連絡いたし

ます。 
 その上で、ＷＧ委員による関係府省庁のヒアリング等を通じた関係府省庁との調整

を実施し、最終的には、国家戦略特別区域諮問会議における調査審議を通じて、提案

に係る対応方針を決定します。 
(2) また、国家戦略特別区域法第３８条第１項の規定により、構造改革特区に係る提案

とみなして取り扱うこととした提案については、地方創生推進室が関係府省庁と調整

を行い、一定の結論が得られたものについては構造改革特別区域推進本部で対応方針

を決定します。 
 なお、関係府省庁との調整過程において、関係府省庁からの回答に対する提案主体

からの意見を出していただく機会を設けることとしています。 
 
１１．参考  
 ・国家戦略特区及び構造改革特区については、下記ホームページを御覧ください。 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/ 
  

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/

